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令和７年度 武蔵野市分譲マンション管理セミナー 報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年１１月２９日（土） 

１３：３０～１６：３０ 

武蔵野商工会館 4階 市民会議室ゼロワンホール 

 

主催 武蔵野市 都市整備部 住宅対策課 

協力 東京都マンション管理士会 
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開会の挨拶 13：30 

武蔵野市都市整備部住宅対策課長  原澤 雄次 

 

 

第１部 セミナー  

① 13：35～14：35 

区分所有法、標準管理規約の改正について 

     講師 一般社団法人 東京都マンション管理士会 森本 敏嗣 

～休憩～ 

② 14：40～15：30 

「附則」をご存じですか？～管理規約の改正を例として～ 

     講師 一般社団法人 東京都マンション管理士会 山田 有紀彦 

 

 

第２部 個別相談会 15：30～16：30 

 

 

 

 

令和７年度 武蔵野市分譲マンション管理セミナー 

区分所有法改正に伴う 

標準管理規約の見直しについて 
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 開会の挨拶  

 

武蔵野市都市整備部住宅対策課 原澤雄次課長よ

り、開会の挨拶および当セミナーの趣旨説明があり

ました。 

 

 

 

 

 

 第一部 セミナー  

①区分所有法改正に伴う標準管理規約の見直しについて【添付資料①】 

 

東京都マンション管理士会、森本敏嗣管理士による

セミナー。 

 

今年から来年にかけて実施される区分所有法の大改

正、およびそれに伴う標準管理規約の大幅な見直し

について、その概要の説明をいたしました。 

今後の管理組合活動に大きな影響を与えるこれらの

改正を、武蔵野市の相談事例などを紹介しながら具

体的に、わかりやすく説明することで、管理規約の

改定などに向けた取り組みの一助となることを目指

しました。 

 

 
②「附則」をご存じですか？～管理規約の改正を例として～【添付資料②】 

 

東京都マンション管理士会、山田有紀彦管理士によ

るセミナー。 

 

今回の区分所有法改正において最も重要な位置を占

める「集会決議の円滑化」および「多数決要件」に

ついて、第一部の解説をさらに掘り下げ、実際の総

会運営の場などを想定して具体的に解説しました。 

とくに、管理規約の改定に向けた手続きの要点、一

つ間違えると総会運営に支障をきたしかねない誤解

などを取り上げ、各マンションにおいて滞りなく規

約改定を行っていただけるよう、説明いたしまし

た。 
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 第二部 個別相談会  

 

ご相談者２組に、東京都マンション管理士会、森本

敏嗣管理士、山田有紀彦管理士がご対応いたしまし

た。 

 

相談内容 

・規約改正の内容や改正を行うタイミングについて 

・自主管理マンションにおける様々な悩みについて 

 

この個別相談以外でも、セミナー終了後に規約に関

するご質問をされる方が少なからずおられて、今回

の区分所有法、標準管理規約の改正に関する関心の

高さを実感しました。 

また、築５０年を超え、「二つの老い」が現実となるマンションの自主管理の実情をうかがい、今後の

ご支援の方向性についてのヒントをいただきました。 

 

以上にて全プログラムを終了しました。参加者の皆様には事前にアンケート用紙をお配りし、修了簿に

記載、提出いただきました。集計結果もあわせて【添付資料③】として後掲しました。 

 

※総評 

今回は、セミナーに２１名、個別相談会に２組にご参加いただきました。また、昨年に続き、東京都マ

ンション管理士会が分譲マンション管理セミナーにご協力させていただきました。 

 

来年4月の区分所有法の施行を控え、また、10月中旬の改定標準管理規約の公表後間もなくというタ

イムリーな時期に、それぞれの改定に関するセミナーを実施できたということもあり、ご参加いただい

た皆様の、関心の高さを強く感じとることが出来ました。 

 

セミナー①の「区分所有法改正に伴う標準管理規約の見直しについて」に関しては区分所有法、標準管

理規約、両方の多岐にわたる改定内容をいかに整理し、わかりやすくお伝えするかに腐心いたしました

が、アンケート回答は「わかりやすい」「有意義だった」という肯定的なご意見を賜る一方、「難しかっ

た」「時間不足」といった厳しいご意見も頂戴いたしました。すでに今回の改定を受けてすでに管理規

約の改定に取りかかっておられる方、これから勉強して改定に取り組もうといったお考えの方、お立場

によって受け止め方も様々といったこともあったかと思いますが、限られた時間内でいかに多くの方に

ご満足、ご理解いただけるような内容を構築していくか、今後に向けての反省材料をいただけました。 

 

セミナー②の「『附則』をご存じですか？～管理規約の改正を例として～」についてもご感想は分かれ

ましたが、手続き上の複雑な内容を具体的な流れに沿ってご説明することで概要をご理解いただき、今

後の管理規約改定に向けての備えとしていただくことができたかと思います。 

 

講演終了後の質疑応答では、皆様の関心の高さを反映するように、活発なご質問、ご意見等をいただき

ました。こちらも時間不足気味のところがあり、皆様のご期待に沿えない部分もありましたが、引き続

き市の「住まいのなんでも相談室」「分譲マンションアドバイザー派遣」などを通して、ご支援を続け

てまいりたい所存です。 
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【添付資料①】区分所有法、標準管理規約の改正について 

 

 

 

 

 

          
              

                             

                          

                 

               

                      

 

       
                      
                             

        

 

             

            

                      

                   



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
                                               

          

              

        
                                                

                      

             

      
                                                

    

       

 

          
                              

                                    
                    
                         

                     
                       

         
                          

                                          

                                     

                        

               



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

              

                        

                                 

                    

          

           

                

               

               

                

                     

                               

                             



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

                                              
                                  

 

           

               

                                                           

                     

                                                              

                        
    



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                               

                                             

                             

                    

                                             

                           

        

                                              

                                    

                                   
                                          

                                                
            

                                                            
                        

  

                    
                                                     

                   

          
                 

              

                        

                              

                          

                                           

                

           
                
               

                                                      



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                  

          
                      
                    
             
             

                
                     
                         
      
                         
    

                               

                   
                            
               
                  

            
             

                                       

  

              

               

           

                                                     

                          

                          

                                                        

                                                  

             

                                                      

                                          

                                   

                                     

                                    

                             



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

              

                               

      

                                                           

                                                           

                                        

                  

    

                                                          

                                   

                        

                                                       

                                  

                                                       

                    

  

              

        

                                                          

                                                           

                                           

                                                           

                                                          

     

           

              

                                                          

                                                           

                                                            

             

                                                           

                                               



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                

                   

                                                         

                                     

                             

                                                          

                                                           

           

                           

                                                          

                 

                                                           

                                                    

  

                               
                   

            

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                

                                                                 

                                                                

               

            

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                 

                                                                

                                                                

                         



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                      

                                                            

          

                                                            

       

                        

                                               

                                                             

                       

                                                     
                                             

  

    

                                                       

                                                  

                           

                                                                            

                                                                        

                                                                                  

                                          

                                                              

                                         

                                                                             



14 

 

 

【添付資料②】「附則」をご存じですか？～管理規約の改正を例として～ 
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【添付資料③】アンケート用紙および集計結果 

 

 

令和７年度 武蔵野市分譲マンション管理セミナー アンケート 

 

本日は「令和７年度 武蔵野市分譲マンション管理セミナー」へご参加いただき、ありがとうございま

した。恐れ入りますが、今後のセミナー運営の参考のため、以下のアンケートへのご協力をお願いいた 

します（全 7 問）。 

 

【マンション名】                        （任意） 

【ご住所】                          （任意） 

【役職その他】□管理組合理事長 □管理組合役員 □区分所有者 （任意）        

   

問 1：本セミナーを知ったきっかけはどれですか。 

   ▢市報 ▢案内文書 ▢ホームページ □その他（         ）  

 

問 2：本セミナーのご感想についてお聞かせください。 

   ▢満足 ▢やや満足 ▢どちらでもない ▢やや不満 ▢不満 

 

問 3：本セミナーに期待していた内容は得られましたか。 

   ▢得られた ▢少し得られた ▢どちらでもない ▢あまり得られなかった ▢得られなかった 

 

問 4：差し支えなければ、問３で回答された理由をお聞かせください。 

  （                                      ） 

 

問５: （相談された方のみご回答ください）個別相談会のご感想についてお聞かせください。 

▢満足 ▢やや満足 ▢どちらでもない ▢やや不満 ▢不満 

 

問６：差し支えなければ、問５で回答された理由をお聞かせください。 

  （                                      ） 

 

問７：その他、今後のセミナー、相談会のご要望がありましたらお聞かせください。 

  （                                      ） 

 

 

ご協力ありがとうございました。 

 

 

武蔵野市都市整備部住宅対策課 
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【アンケート集計結果】出席者２１名、アンケート回収 17 枚 

 

【役職その他】 

管理組合理事長 ５ 

管理組合役員 ６ 

区分所有者 ２ 

未回答 ４ 

 

 

問１：本セミナーを知ったきっかけはどれですか。 

市報 ５ 

案内文書 ４ 

ホームページ ３ 

その他 ５ 

未回答 ０ 

 

 

問 2：本セミナーのご感想についてお聞かせください。 

満足 ６ 

やや満足 ８ 

どちらでもない ３ 

やや不満 ０ 

不満 ０ 

未回答 ０ 

 

 

問３：本セミナーに期待していた内容は得られましたか。 
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得られた ７ 

少し得られた ８ 

どちらでもない ２ 

あまり得られなかった ０ 

得られなかった ０ 

未回答 ０ 

 

 

問 4：差し支えなければ、問３で回答された理由をお聞かせください。 

・内容が難しくてなかなか理解しがたい（個別で相談したい）。 

・得られたが時間不足。 

・どんな話がされるか、わからなかったので、とても有意義だった。 

・詳しい説明であった。 

・通知と総会の時期は参考になった。 

・少し難しかった。 

・改正所有法、詳細についての情報を知ることができた。 

・文言が難しかったけれど、わかりやすい説明でした。 

・内容とスピードについていけなかったから。 

・冊子（要項）を読むだけでは頭に入りにくいため（法文章）。 

・第２部の内容（日付と効力）が、あまりよく理解できなかった。 

・改正の主旨、ポイントがわかった。 

・総会での議案提案方法がわかりやすかった。標準規約の文言がわかりにくかった点も解消された。 

 

問 5：（相談された方のみご回答ください）個別相談会のご感想についてお聞かせください。 

満足 ２ 

やや満足 ０ 

どちらでもない ０ 
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やや不満 ０ 

不満 ０ 

 

 

問 6：差し支えなければ、問 5 で回答された理由をお聞かせください。 

・細かいところまでアドバイスいただき、不安点も解消しました。 

 

問 7：その他、今後のセミナー、相談会のご要望がありましたらお聞かせください。 

・老朽化に伴うエレベーターの更新（交換）の実際。 

・法律や規約の内容の説明会があればよいです。 

 


